
新旧対照表方式による改正において改正される部分について

最近、省令以下の法令の改正において新旧対照表による改正が一般化している。内閣法制局

が審査する法律、政令ではこの方式は皆無であり差が歴然としている。

さてここで考察するのは、新旧対照表方式による改正の場合において、改正部分として指定

された部分以外は、どのような意味があるかである。

具体的な事例で考察する。

関税法施行規則は、

関税法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令（令和 5年財務省令第 29
号）により、

改正後

（保存義務者についての規定の準用）

第八条 第十条から第十条の三まで（関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関

係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る

電磁的記録の保存）の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿

（法第六十七条の八第一項（特定輸出者に係る帳簿の備付け等）に規定する特定輸出関税

関係帳簿をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類（同項

に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が行う法第九十四

条の五（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存）に規定する電子取引について準用

する。この場合において、第十条第四項第二号ロ⑴及び第九項、第十条の二第四項並びに

第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第

十条第四項第三号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるの

は「特定輸出申告（法第六十七条の三第三項（輸出申告の特例）に規定する特定輸出申告

をいう。） 」と読み替えるものとする。

改正前

（保存義務者についての規定の準用）

第八条 第十条から第十条の三まで（関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関

係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る

電磁的記録の保存）の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿

（法第六十七条の八第一項（特定輸出者に係る帳簿の備付け等）に規定する特定輸出関税

関係帳簿をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類（同項

に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が行う法第九十四

条の五（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存）に規定する電子取引について準用

する。この場合において、第十条第四項第二号ロ⑴及び第九項、第十条の二第四項並びに

第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第

十条第四項第四号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるの

は「特定輸出申告（法第六十七条の三第三項（輸出申告の特例）に規定する特定輸出申告

をいう。） 」と読み替えるものとする。

この改正は、令和六年一月一日から施行となっており、まだ改正されていない。

ところが



関税法施行規則の一部を改正する省令（令和 5年財務省令第 38号）がやはり第８条を改正
している。

改正後

（保存義務者についての規定の準用）

第八条 第九条の十から第十条の三まで（輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係

帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルム

による保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存）の規定は、特定輸出者が備付

け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿（法第六十七条の八第一項（特定輸出者に係る帳簿

の備付け等）に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が保存

をする特定輸出関税関係書類（同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。）並

びに特定輸出者が行う法第九十四条の五（電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存）に

規定する電子取引について準用する。この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」と

あるのは「輸出」と、「第八十三条第五項」とあるのは「第五十九条の十二第三項」と、「関

税関係書類」とあるのは「特定輸出関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第六

十七条の八第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第四項第二号ロ⑴及び第

九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五

十九条の十二第四項」と、第十条第四項第四号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七

項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告（法第六十七条の三第三項（輸出申告の特例）

に規定する特定輸出申告をいう。）」と読み替えるものとする。

第八条 第十条から第十条の三まで（関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係

帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁

的記録の保存）の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿（法第

六十七条の八第一項（特定輸出者に係る帳簿の備付け等）に規定する特定輸出関税関係帳簿

をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類（同項に規定する

特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。）並びに特定輸出者が行う法第九十四条の五（電子

取引の取引情報に係る電磁的記録の保存）に規定する電子取引について準用する。この場合

において、第十条第四項第二号ロ⑴及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項

中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第十条第四項第四号中

「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告（法

第六十七条の三第三項（輸出申告の特例）に規定する特定輸出申告をいう。） 」と読み替え

るものとする。

この改正は、公布の日の翌日から施行となり、関税法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の

一部を改正する省令（令和 5年財務省令第 29号）より先に施行された。
しかし、公布の日の翌日から施行となり、関税法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部

を改正する省令の改正規定の改正はされていない。

つまり、新旧対照表による改正においても、改め文方式と同じく、

第８条第１項中「第十条第四項第四号」を「第十条第四項第三号」とする以上のいみはなく、

改正部分とされていない条文については、法的な意味はないということである。


